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第第５５章章  計計画画のの推推進進ににああたたっってて  



 

106 
 

 

１．計画の推進体制 

次世代育成を支援するための施策は、多岐の分野にわたることから、子育てに関する町民や

町職員の意識向上を図るとともに、関連する施策・事業の調整を行い、計画推進のための全庁

的な取り組み体制を確立します。 

 

２．関係機関等との連携の強化 

本計画の実施にあたっては、行政、家庭、学校、地域、企業のそれぞれに適切な役割と責任

を果たすことができるよう連携強化を図りながら、地域に密着した取り組みを進めていきます。 

 

３．計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、各年度において計画の実施状況を把握・点検し、その結果をそ

の後の実施や計画の見直し等に反映させていきます。 

また、本計画においては、後期行動計画の最終年度に向けた目標事業量を設定しており、関

連各課による施策・事業に関する事務事業評価を行うとともに、ＰＤＣＡサイクル（計画－実

施－評価－改善検討）による効率的な行政運営をめざしていきます。 

なお、点検・把握した計画の実施状況については、町ホームページや広報等を活用し、広く

町民に公表していきます。 


